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はじめに

平成27年度に実施した宅地建物取引士資格
試験（以下、「宅建試験」という。）は、資格
名称が「宅地建物取引主任者」から「宅地建
物取引士」に改正されてから行う第1回目の
試験となりました。

本稿においては、平成27年度に実施した宅
建試験について、申込者、受験者及び合格者
ごとに、最近10年間の年度別・ブロック別・
男女別・年代別・職業別の内訳、職業別・男
女別平均年齢について、それぞれデータに基
づき説明しています。

続いて、登録講習修了者、18歳未満、60歳
以上、世代別及び受付区分別の状況について、
それぞれ記述しています。

なお、本稿の末尾に、平成27年度宅建試験
実施結果の概要・総括表・内訳の表及び問題
と解答を付しています。

1　概　要

平成27年度は、郵送受付を7月1日（水）
から7月31日（金）まで、インターネット受
付については7月1日（水）から7月15日

（水）までの間に行いました。
申込者は、243,199人（一般受験者196,732人、

登録講習修了者46,467人）で、26年度比では
4,856人（2.0％）増加しました。これを一般

Ⅰ　申込者

受験者と登録講習修了者別にみると、一般受
験者は3,224人の増加、登録講習修了者は1,632
人の増加となっています（表1－①）。

なお、受付区分ごとの申込者数は、郵送受
付184,999人（前年度比2,100人増）インター
ネット受付58,200人（同2,756人増）となって
います。このうち、インターネット受付につ
いては、導入年度である平成17年度（利用率
10.2％）以来、その利用率は毎年増加してお
り、27年度は23.9％となっています。
表１－①　申込者年度別推移

2　申込者の状況

⑴　ブロック別

申込者について、ブロック別にみると、す
べてのブロックで増加しました。

なお、ブロック別の割合は、例年どおり一
都三県が最も多く、全体の42.5％を占めてい
ます（表1－②）。

年　度 人　数 対前年度比 一般受験者 登録講習
修了者

平成18年度 240,278 13,613 6.0% 209,870 30,408
平成19年度 260,633 20,355 8.5% 222,894 37,739
平成20年度 260,591 ▲42 ▲0.0% 217,750 42,841
平成21年度 241,944 ▲18,647 ▲7.2% 201,185 40,759
平成22年度 228,214 ▲13,730 ▲5.7% 190,476 37,738
平成23年度 231,596 3,382 1.5% 192,996 38,600
平成24年度 236,350 4,754 2.1% 196,206 40,144
平成25年度 234,586 ▲1,764 ▲0.7% 192,704 41,882
平成26年度 238,343 3,757 1.6% 193,508 44,835
平成27年度 243,199 4,856 2.0% 196,732 46,467

平成 27年度宅地建物取引士資格試験の結果
について

試　験　部
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表1－②　申込者ブロック別内訳

次に、都道府県別にみると、絶対数ではや
はり都市部の申込者が多く、最も多い東京が

4万人台、次いで神奈川が2万人台、続い
て、大阪、埼玉、千葉、愛知、福岡が1万人
台となっています。

増減の状況をみると、増加したのは、東京
1,510人、埼玉515人、福岡482人、神奈川347人、
千葉322人、大阪307人、福島283人、沖縄243
人、愛知180人、鹿児島154人、栃木102人、
以下26県の37都道府県となっており、一方、
減少したのは、京都193人、滋賀79人、青森
65人、岐阜61人、以下6県の10府県となって
います（平成27年度宅建試験実施結果【総括
表】（以下「総括表」という。））。
⑵　男女別

男女別では、男性が172,696人で前年度比
649人（0.4％）の増加、女性が70,503人で前
年度比4,207人（6.3％）の増加となっていま
す（表1－③）。
表1－③　申込者男女別内訳

⑶　年代別

年代別にみると、50代が27,156人（前年度
比2,629人増）、40代が54,159人（同1,581人増）、

地　域 人　数 対前年度比 構成比
北海道・東北 18,172 293 1.6% 7.5%
北関東・甲信越 14,786 298 2.1% 6.1%
一 都 三 県 103,344 2,694 2.7% 42.5%
北 陸・ 東 海 27,165 255 0.9% 11.2%
近 畿 39,708 20 0.1% 16.3%
中 国・ 四 国 14,648 223 1.5% 6.0%
九 州・ 沖 縄 25,376 1,073 4.4% 10.4%

【計】 243,199 4,856 2.0% ─

性　別 人　数 対前年度比 構成比
男 172,696 649 0.4% 71.0%
女 70,503 4,207 6.3% 29.0%

【計】 243,199 4,856 2.0% ─

60歳以上が9,788人（同1,141人増）、20歳未満
が4,328人（同361人増）、30代が70,773人（同
191人増）とそれぞれ増加しましたが、一方、
20代が76,995人（同1,047人減）と減少しました。

全体の申込者が、前年度から5,000人弱増え
る中、40代及び50代が4年連続して前年度比
が増加となったことと、30代が8年ぶりに増
加に転じたこと、申込者数の最も多い20代が
減少したことが27年度の特徴となっています。

なお、全体に占める割合は、従前は全体の
70％強を占めていた20代・30代が、20年度か
ら70％を割り込むようになり、27年度も60.8％

（20代31.7％、30代29.1％）と、8年連続して
70％割れとなっています（表1－④）。
表1－④　申込者年代別内訳

⑷　職業別

職業別の申込者数は、最も多いのが不動産
業の77,283人（前年度比1,305人増）、次いで
他業種55,889人（同2,697人増）、建設業38,670
人（同454増）、金融業23,880人（同1,892人増）、
学生20,733人（同1,421人減）、その他18,891
人（同541人減）、主婦7,853人（同470人増）
の順で続いています。

増減の状況をみると、不動産業が23年度か
ら5年連続して増加し、また、構成比の大き
い建設業と金融業が2年連続増加したこと、
3年連続増加していた学生が減少に転じたこ
とが特徴となっています（表1－⑤）。

職業別の平均年齢は、最も高いのが主婦の
42.3歳、次いでその他の41.1歳、以下、他業

年　代 人　数 対前年度比 構成比
20歳未満 4,328 361 9.1% 1.8%

20代 76,995 ▲1,047 ▲1.3% 31.7%
30代 70,773 191 0.3% 29.1%
40代 54,159 1,581 3.0% 22.3%
50代 27,156 2,629 10.7% 11.2%

60歳以上 9,788 1,141 13.2% 4.0%
【計】 243,199 4,856 2.0% ─
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種40.2歳、建設業39.1歳、金融業37.2歳、不
動産業34.8歳、学生21.2歳となっており、例
年どおりの順となっています（表1－⑥）。

また、申込者全体の平均年齢は36.5歳（前
年度36.1歳）で0.4歳高くなっています。一方、
性別では、男性は37.1歳（同36.7歳）、女性は
35.0歳（同34.4歳）でどちらも過去最も高く
なっています（表1－⑦）。
表1－⑤　申込者職業別内訳

表1－⑥　申込者職業別平均年齢

表1－⑦　申込者男女別平均年齢

職　業 人　数 対前年度比 構成比
不動産業 77,283 1,305 1.7% 31.8%
金 融 業 23,880 1,892 8.6% 9.8%
建 設 業 38,670 454 1.2% 15.9%
他 業 種 55,889 2,697 5.1% 23.0%
学 生 20,733 ▲ 1,421 ▲6.4% 8.5%
主 婦 7,853 470 6.4% 3.2%
そ の 他 18,891 ▲ 541 ▲2.8% 7.8%
【計】 243,199 4,856 2.0% ─

職　業 年　齢 対前年度比
不 動 産 業 34.8 0.1
金 融 業 37.2 0.2
建 設 業 39.1 0.6
他 業 種 40.2 0.4
学 生 21.2 ▲0.2
主 婦 42.3 0.7
そ の 他 41.1 0.9

【全業種平均】 36.5 0.4

性　別 年　齢
男 37.1 
女 35.0 

全  体 36.5 

1　概　要

平成27年度の宅建試験は、10月18日（日）、
全国213会場、3,874試験室で実施しました。

申込者243,199人のうち、48,273人が欠席し、
受験者は194,926人で前年度比2,897人（1.5％）
の増となっています（2－①表）。

受験率は80.2％で、26年度の80.6％に比べ、
27年度は0.4ポイント下降しましたが、2年
連続して80％台となりました。
表2－①　受験者年度別推移

2　受験者の状況

⑴　ブロック別

ブロック別の受験率をみると、一都三県ブ
ロックと中国・四国ブロックが80％を下回っ
た他は、すべてのブロックで80％を超えてお
り、その中でも、北陸・東海ブロックが
81.8％と最も高くなっています（表2－②）。

Ⅱ　受験者

年　度 人　数 対前年度比 一般受験者 登録講習
修了者

平成18年度 193,573 11,693 6.4% 165,831 27,742
平成19年度 209,684 16,111 8.3% 175,541 34,143
平成20年度 209,415 ▲269 ▲0.1% 170,955 38,460
平成21年度 195,515 ▲13,900 ▲6.6% 158,909 36,606
平成22年度 186,542 ▲8,973 ▲4.6% 152,585 33,957
平成23年度 188,572 2,030 1.1% 153,906 34,666
平成24年度 191,169 2,597 1.4% 155,393 35,776
平成25年度 186,304 ▲4,865 ▲2.5% 149,239 37,065
平成26年度 192,029 5,725 3.1% 151,802 40,227
平成27年度 194,926 2,897 1.5% 153,210 41,716
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表2－②　受験者ブロック別内訳

なお、都道府県別の受験率をみると、上位
は、秋田83.9％、島根82.9％、福井82.7％、山
形82.5％、岐阜82.3％、三重82.3％、下位は、
香川77.9％、大分77.9％、京都78.2％、東京
78.5％、広島79.0％の順となっています（総
括表）。
⑵　男女別

男性の受験者は137,748人で、前年度比で
は9人（0.0％）増加し、一方、女性の受験
者は57,178人で、同2,888人（5.3％）の増加
となっています。

受験率をみると、男性79.8％、女性81.1％と、
例年どおり女性の方が高くなっています（2
－③表）。
表2－③　受験者男女別内訳

⑶　年代別
受験者を年代別にみると、20代・30代の割

合が全体の60.7％（20代が62,273人・31.9％、
30代が56,089人・28.8％）と、例年どおり大
勢を占めてはいるものの、申込者と同様に、
8年連続で70％を割り込んでいます。前年度
比でみると、申込者数の最も多い20代（2.4％
減）が減少した他は、すべての年代で増加し

地　域 人　数 対前年度比 構成比 受験率
北海道・東北 14,679 261 1.8% 7.5% 80.8%
北関東・甲信越 11,961 241 2.1% 6.1% 80.9%
一 都 三 県 81,845 1,665 2.1% 42.0% 79.2%
北陸・東海 22,216 188 0.9% 11.4% 81.8%
近 畿 31,971 ▲82 ▲0.3% 16.4% 80.5%
中国・四国 11,707 71 0.6% 6.0% 79.9%
九州・沖縄 20,547 553 2.8% 10.5% 81.0%

【計】 194,926 2,897 1.5% ─ 80.2%

性　別 人　数 対前年度比 構成比 受験率
男 137,748 9 0.0% 70.7% 79.8%
女 57,178 2,888 5.3% 29.3% 81.1%

【計】 194,926 2,897 1.5% ─ 80.2%

ています。
受験率については、30代、40代が80％を下

回った一方で、20歳未満が87.6％、60歳以上
が82.6％と高い受験率となっています（2－
④表）。
表2－④　受験者年代別内訳

⑷　職業別
受験者を職業別にみると、最も多いのが不

動産業の65,365人、次いで他業種43,182人、
建設業29,807人、金融業18,317人、学生17,017
人、その他14,912人、主婦6,326人の順となっ
ています。

増減の状況をみると、他業種（前年度比
1,911人、4.6％増）、金融業（同1,466人、8.7％
増）、不動産業（同1,147人、1.8％増）、主婦（同
340人、5.7％増）、建設業（同319人、1.1％増）
が増加がしましたが、学生（同1,730人、9.2％
減）、その他（同556人、3.6％減）、は減少し
ています。

職業別の構成比をみると、不動産業は
33.5％と前年度比1.0ポイント増となり、昨年
度に続き受験者の3分の1を超えました。

受験率は、不動産業（84.6％）、学生（82.1％）、
主婦（80.6％）が80％台を確保し、他の4職
種は80％を切っています（表2－⑤）。

受験者の職業別の平均年齢をみると、高い
順に、主婦42.4歳、その他41.3歳、他業種40.5
歳、建設業39.0歳、金融業37.5歳、不動産業
34.7歳、学生21.0歳となっており、主婦が高
いのは申込者と同様に例年と変わりはありま

年　代 人　数 対前年度比 構成比 受験率
20歳未満 3,793 300 8.6% 1.9% 87.6%

20代 62,273 ▲1,557 ▲2.4% 31.9% 80.9%
30代 56,089 61 0.1% 28.8% 79.3%
40代 42,806 1,186 2.8% 22.0% 79.0%
50代 21,882 2,094 10.6% 11.2% 80.6%

60歳以上 8,083 813 11.2% 4.1% 82.6%
【計】 194,926 2,897 1.5% ─ 80.2%
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せん（表2－⑥）。
また、受験者全体の平均年齢は36.5歳（前

年度36.0歳）で、0.5歳高くなっています。一
方、性別では、男性は37.1歳（同36.7歳）、女
性は35.0歳（同34.3歳）でどちらも過去最も
高くなっています（表2－⑦）。
表2－⑤　受験者職業別内訳

職　業 人　数 対前年度比 構成比 受験率
不動産業 65,365 1,147 1.8% 33.5% 84.6%
金 融 業 18,317 1,466 8.7% 9.4% 76.7%
建 設 業 29,807 319 1.1% 15.3% 77.1%
他 業 種 43,182 1,911 4.6% 22.2% 77.3%
学 生 17,017 ▲1,730 ▲9.2% 8.7% 82.1%
主 婦 6,326 340 5.7% 3.2% 80.6%
そ の 他 14,912 ▲556 ▲3.6% 7.7% 78.9%
【計】 194,926 2,897 1.5% ─ 80.2%

表2－⑥　受験者職業別平均年齢

職　業 年　齢 対前年度比
不 動 産 業 34.7 0.6
金 融 業 37.5 1.5
建 設 業 39.0 0.9
他 業 種 40.5 1.1
学 生 21.0 ▲ 0.5
主 婦 42.4 2.6
そ の 他 41.3 2.1

【全業種平均】 36.5 0.5

表2－⑦　受験者男女別平均年齢

性　別 年　齢
男 37.1 
女 35.0 

全  体 36.5 

1　概　要

平成27年度の合格発表は、12月2（水）に
行いました。合格発表に当たっては、都道府
県ごとの掲示及び機構ホームページへの掲載
に加えて、平成17年度から開始した携帯電話
を利用して合否確認ができるシステムを引き
続き設定しました。

27年度の合格者総数は30,028人（一般受験
者21,590人、登録講習修了者8,438人）で、前
年度に比べて3,642人（10.8％）の減となって
います（表3－①）。

合格者数は、合格率が15.4％と前年度の
17.5％から2.1ポイント低下したことから、2
年ぶりに減少しました。なお、今年度の試験
においては、全問正解者は出ていません。
表3－①　合格者年度別推移

2　合格者の状況

⑴　ブロック別
ブロック別の合格者をみると、例年どおり

一都三県が13,328人（合格率16.3％）と、人数・
合格率共に最も多く、この状況は例年と変わ
りはありません（3－②表）。

Ⅲ　合格者

年　度 人　数 対前年度比 一般受験者 登録講習
修了者

平成18年度 33,191 1,671 5.3% 26,158 7,033
平成19年度 36,203 3,012 9.1% 26,694 9,509
平成20年度 33,946 ▲2,257 ▲6.2% 25,256 8,690
平成21年度 34,918 972 2.9% 25,192 9,726
平成22年度 28,311 ▲6,607 ▲18.9% 21,614 6,697
平成23年度 30,391 2,080 7.3% 23,717 6,674
平成24年度 32,000 1,609 5.3% 23,900 8,100
平成25年度 28,470 ▲3,530 ▲11.0% 20,674 7,796
平成26年度 33,670 5,200 18.3% 23,660 10,010
平成27年度 30,028 ▲3,642 ▲10.8% 21,590 8,438
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表3－②　合格者ブロック別内訳

なお、都道府県別の合格率をみると、高い
のは、福井17.7％、鳥取17.6％、香川17.5％、
愛知17.1％、東京17.1％、島根16.7、低いのは、
秋 田11.1 ％、 福 島11.2 ％、 沖 縄11.9、 山 梨
12.6％、宮崎12.6％、長崎12.6％となってい
ます（総括表）。
⑵　男女別

男女別の合格者をみると、男性が20,471人
で前年度比2,887人（12.4％）減、女性が9,557
人で同755人（7.3％）減となっています。

一方、男性の合格率は14.9％、女性の合格
率は16.7％と、前年度に比べ、男性は2.1ポイン
ト、女性は2.3ポイント低下しました。女性の
合格率が男性を上回るのは例年どおりですが、
その差は、25年度の3.1ポイントの差から26
年度は2.0ポイントの差、27年度は1.8ポイン
トの差と2年連続して差が縮まっています。

ま た、 そ の 構 成 比 は 男 性68.2 ％、 女 性
31.8％となり、女性が30％を超えるのは3年
連続となり、過去2番目の高さとなっていま
す（3－③表）。
表3－③　合格者男女別内訳

地　域 人　数 対前年度比 構成比 合格率
北海道・東北 1,954 ▲287 ▲12.8% 6.5% 13.3%
北関東・甲信越 1,663 ▲138 ▲7.7% 5.5% 13.9%
一 都 三 県 13,328 ▲1,874 ▲12.3% 44.4% 16.3%
北陸・東海 3,521 ▲319 ▲8.3% 11.7% 15.8%
近 畿 5,000 ▲579 ▲10.4% 16.7% 15.6%
中国・四国 1,771 ▲183 ▲9.4% 5.9% 15.1%
九州・沖縄 2,791 ▲262 ▲8.6% 9.3% 13.6%

【計】 30,028 ▲3,642 ▲10.8% ─ 15.4%

性　別 人　数 対前年度比 構成比 合格率
男 20,471 ▲2,887 ▲12.4% 68.2% 14.9%
女 9,557 ▲755 ▲7.3% 31.8% 16.7%

【計】 30,028 ▲3,642 ▲10.8% ─ 15.4%

⑶　年代別
合格者を年代別にみると、合格者数は20代

10,681人（ 構 成 比35.6 ％）、30代9,307人（ 同
31.0％）、40代5,949（同19.8％）の順となっ
ています。3年連続して20代の合格者数が最
も多い結果となっています。

ま た、 年 代 別 の 合 格 率 を み る と、20代
（17.2％）、30代（16.6％）及び20歳未満（15.7％）
が高く、他の世代は14％未満となっています

（表3－④）。
表3－④　合格者年代別内訳

⑷　職業別
職業別の合格者数は、最も多いのが不動産

業の9,975人（構成比33.2％）、次いで他業種
7,086人（ 同23.6 ％）、 建 設 業3,228人（ 同
10.7％）、学生2,941人（同9.8％）、その他2,885
人（同9.6％）、金融業2,647人（同8.8％）、主
婦1,266人（同4.2％）の順となっています。

増減の状況をみると、26年度は、すべての
職種で前年度を上回っていましたが、27年度
はすべての職種で前年度を下回っています。

また、学生は、合格者の減少率が最も高く
なっています。

職業別の合格率は、主婦の20.0％が最も高
く、次いでその他の19.3％、学生17.3％、他
業種16.4％、不動産業15.3％、金融業14.5％、
建設業10.8％の順となっています。

27年度は、主婦の合格率が5年連続して最
も高かったことと、24年度に5番目であった
学生が、3年連続して3番目の合格率になっ

年　代 人　数 対前年度比 構成比 合格率
20歳未満 597 51 9.3% 2.0% 15.7%

20代 10,681 ▲1,043 ▲8.9% 35.6% 17.2%
30代 9,307 ▲1,061 ▲10.2% 31.0% 16.6%
40代 5,949 ▲1,058 ▲15.1% 19.8% 13.9%
50代 2,665 ▲337 ▲11.2% 8.9% 12.2%

60歳以上 829 ▲194 ▲19.0% 2.8% 10.3%
【計】 30,028 ▲3,642 ▲10.8% ─ 15.4%
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たことが特徴となっています（表3－⑤）。
表3－⑤　合格者職業別内訳

合格者の職業別の平均年齢は、主婦が40.3
歳と最も高く、次いで他業種38.8歳、その他
38.8歳、建設業37.0歳、金融業35.9歳、不動
産業33.5歳、学生21.2歳の順で、主婦と他業
種が例年どおり高くなっています（表3－⑥）。

合格者の平均年齢は35.0歳と、申込者の
36.5歳及び受験者の36.5歳より低くなってお
り、この傾向も例年と違いはありません。

なお、男女別の平均年齢は、男性35.5歳、
女性33.9歳となっており、男性は前年度より
0.4歳低下しましたが、女性は前年度と同年
齢となっています（表3－⑦）。
表3－⑥　合格者職業別平均年齢

表3－⑦　合格者男女別平均年齢

職　業 人　数 対前年度比 構成比 合格率
不動産業 9,975 ▲1,509 ▲13.1% 33.2% 15.3%
金 融 業 2,647 ▲267 ▲9.2% 8.8% 14.5%
建 設 業 3,228 ▲376 ▲10.4% 10.7% 10.8%
他 業 種 7,086 ▲463 ▲6.1% 23.6% 16.4%
学 生 2,941 ▲602 ▲17.0% 9.8% 17.3%
主 婦 1,266 ▲70 ▲5.2% 4.2% 20.0%
そ の 他 2,885 ▲355 ▲11.0% 9.6% 19.3%
【計】 30,028 ▲3,642 ▲10.8% ─ 15.4%

職　業 年　齢 対前年度比
不 動 産 業 33.5 ▲0.6
金 融 業 35.9 ▲0.1
建 設 業 37.0 ▲1.1
他 業 種 38.8 ▲0.6
学 生 21.2 ▲0.3
主 婦 40.3 0.5
そ の 他 38.8 ▲0.4

【全業種平均】 35.0 ▲0.3

性　別 年　齢
男 35.5
女 33.9

全  体 35.0

平成27年度の登録講習修了者の状況をみる
と、申込者46,467人（前年度44,835人）、受験
者41,716人（同40,227人）となっています。
申込者・受験者は、指定講習制度から登録講
習制度へ移行した17年度から20年度までは増
加傾向にあったものの、21年度・22年度は連
続して減少し、23年度からは再び増加に転じ
ています。

また、申込者が全体に占める割合は、26年
度の18.8％から27年度は19.1％と0.3ポイント
増加し、過去最も高くなっています。

登録講習修了者の受験率をみると、89.8％
（前年度89.7％）と26年度から0.1ポイント上
昇しています。

一方、合格者については、8,438人（全体
の合格者30,028人、構成比28.1％）と、26年
度の10,010人（全体の合格者33,670人、構成
比29.7％）から1,572人の減少となっています。

また、合格率も26度の24.9％に比べ、27年
度は20.2％と4.7ポイント減少しています（表
4－①）。
表4－①　登録講習修了者の受験状況

1　18 歳未満

申込者265人（前年度230人）、受験者224人
（同202人）、合格者12人（同14人）、合格率5.4％
（同6.9％）となっています。

（表4－②）。  

Ⅳ　登録講習修了者の状況

性　別 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率
男 32,493 29,070 89.5% 5,518 19.0%
女 13,974 12,646 90.5% 2,920 23.1%

【計】 46,467 41,716 89.8% 8,438 20.2%
全体に占める割合 19.1% 21.4% ─ 28.1% ─

Ⅴ　�18歳未満、60歳以上及び�
世代別等の状況
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男性の最年少の合格者は、男性は13歳（神
奈川）で、女性は16歳（兵庫）となっています。

なお、これまでの最年少合格記録は、男性
は12歳（26年度・愛知）で、女性は14歳（12
年度・神奈川）となっています（表4－③）。
表4－②　18歳未満の受験状況

表4－③　最年少合格者

2　60 歳以上

申込者9,788人（前年度8,647人）、受験者
8,083人（同7,270人）、合格者829人（同1,023人）
となっており、申込者数、受験者数は、過去
最も多いものとなっています。

合格率は10.3％（同14.1％）と、3.8ポイン
ト低下しています（表4－④）。

男性の最年長の合格者は、83歳（東京）で、
女性は73歳（神奈川）となっています。

なお、これまでの最年長合格記録は、男性
は90歳（17年度・東京）で、女性は80歳（5
年度・東京）となっています（表4－⑤）。
表4－④　60歳以上の受験状況

表4－⑤　最年長合格者

年　齢 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率
１８歳未満 265 224 84.5% 12 5.4%

性　別 年齢（都道府県）従来の記録（年度・都道府県）
男 13歳（神奈川） 12歳（26・愛　知）
女 16歳（兵　庫） 14歳（12・神奈川）

年　齢 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率
60歳以上 9,788 8,083 82.6% 829 10.3%

性　別 年齢（都道府県）従来の記録（年度・都道府県）
男 83歳（東　京） 90歳（17・東　京）
女 73歳（神奈川） 80歳（5・東　京）

3　世代別

申込者、受験者及び合格者とも例年どおり、
昭和生まれが大多数（8割弱）を占めている
状況に変わりはありません。大正生まれは、
20年度から8年連続で合格者がゼロ（申込者
2人、受験者1人）となっている一方、平成
生まれの合格者は、26年度の7,459人から7,800
人に増えており、合格者全体の26.0％を占め、
初めて4分の1を超えました（表4－⑥）。

表4－⑥
表4－⑥　世代別の受験状況

　

4　受付区分別

インターネット受付の申込者は、平成17年
度の導入以来、毎年郵送受付の申込者より4
～ 5 ポイント程 度（27年 度 は5.2ポイント ）
合格率が高くなっています（表4－⑦）

表4－⑦　郵送・インターネット申込の受験状況

区　分 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率

大　正
生まれ

1 1 100.0% 0 0.0%
1 0 0.0% 0 0.0%
2 1 50.0% 0 0.0%

昭　和
生まれ

135,363 107,374 79.3% 15,319 14.3%
51,277 41,261 80.5% 6,909 16.7%

186,640 148,635 79.6% 22,228 15.0%

平　成
生まれ

37,332 30,373 81.4% 5,152 17.0%
19,225 15,917 82.8% 2,648 16.6%
56,557 46,290 81.8% 7,800 16.9%

【計】
172,696 137,748 79.8% 20,471 14.9%
70,503 57,178 81.1% 9,557 16.7%

243,199 194,926 80.2% 30,028 15.4%
※注：各世代の上段は男性、下段は女性の数値である。

区　分 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率
郵　送 184,999 147,570 79.8% 20,880 14.1%

インターネット 58,200 47,356 81.4% 9,148 19.3%
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1　正解番号

正解番号は、都道府県ごとに合格発表日以
降、原則として3日間、合格者受験番号・合
否の判定基準と共に掲示しています。

また、機構のホームページ（http://www.
retio.or.jp）には、合格者受験番号・正解番
号・合否の判定基準を合格発表日以降2か月
間掲載しています。

2　合否判定基準

平成27年度の合否判定基準は、50問中「31
問以上」としています。ただし、登録講習修
了者（宅地建物取引業法第16条第3項の規定
により試験の一部を免除された者）について
は、45問中「26問以上」としています。

おわりに

インターネット受付利用率については、23
年度に20.3％と当初の目標としていた20％を
達成し、24年度は21.6％、25年度は22.5％、
26年度23.3％、27年度も23.9％と利用率は向
上していますが、引き続き利用促進を図って
いきたいと考えております。

今後とも適正かつ確実な試験実施と、良好
な受験環境の整備・確保につき、関係各位の
御協力をお願いする次第です。

Ⅵ　正解番号及び合否判定基準
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�平成27年度宅地建物取引士資格試験実施結果概要
1　受付総数 

27年度 26年度 増（▲）減 増減率（％） 備　　　　考
243,199 238,343 4,856 2.04 26年度→3,757、1.6％増

2　各区分別 

区　　　分 申込者 受験者 合格者 合格率（％） 備　考
全　　　　　体 243,199 194,926 30,028 15.4

男　　性 172,696 137,748 20,471 14.9
女　　性 70,503 57,178 9,557 16.7

一般受験者 196,732 153,210 21,590 14.1
男　　性 140,203 108,678 14,953 13.8
女　　性 56,529 44,532 6,637 14.9

登録講習修了者 46,467 41,716 8,438 20.2
男　　性 32,493 29,070 5,518 19.0
女　　性 13,974 12,646 2,920 23.1

平均年齢 36.5 36.5 35.0 ─
男　　性 37.1 37.1 35.5 ─
女　　性 35.0 35.0 33.9 ─

年
　
代
　
別

20歳未満 4,328 3,793 597 15.7 ※最年少合格者：13歳・男
20代 76,995 62,273 10,681 17.2
30代 70,773 56,089 9,307 16.6
40代 54,159 42,806 5,949 13.9
50代 27,156 21,882 2,665 12.2

60歳以上 9,788 8,083 829 10.3 ※最年長合格者：83歳・男
［計］ 243,199 194,926 30,028 15.4

職
　
業
　
別

不動産業 77,283 65,365 9,975 15.3
金 融 業 23,880 18,317 2,647 14.5
建 設 業 38,670 29,807 3,228 10.8
他 業 種 55,889 43,182 7,086 16.4
学　　生 20,733 17,017 2,941 17.3
主　　婦 7,853 6,326 1,266 20.0
そ の 他 18,891 14,912 2,885 19.3
［計］ 243,199 194,926 30,028 15.4

世
代
別

大正生まれ 2 1 0 0.0
昭和生まれ 186,640 148,635 22,228 15.0
平成生まれ 56,557 46,290 7,800 16.9

［計］ 243,199 194,926 30,028 15.4

受
付
別

郵　　送 184,999 147,570 20,880 14.1
インターネット 58,200 47,356 9,148 19.3 ※インターネット利用率：23.9％

［計］ 243,199 194,926 30,028 15.4
参
考

18歳未満 265 224 12 5.4
60歳以上 2,000 1,701 171 10.1
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平成27年度宅地建物取引士資格試験実施結果【総括表】
申込者 前年度比

受験者 受験率 合格者 合格率
27年度 26年度 増(▲)減 増(▲)減率

北
海
道
・
東
北

北 海 道 6,585 6,551 34 0.5 5,345 81.2 731 13.7
青 森 1,008 1,073 ▲65 ▲6.1 800 79.4 122 15.3
岩 手 1,452 1,449 3 0.2 1,159 79.8 156 13.5
宮 城 4,759 4,728 31 0.7 3,795 79.7 523 13.8
秋 田 795 802 ▲7 ▲0.9 667 83.9 74 11.1
山 形 1,007 993 14 1.4 831 82.5 115 13.8
福 島 2,566 2,283 283 12.4 2,082 81.1 233 11.2

北
関
東
・
甲
信
越

茨 城 3,662 3,594 68 1.9 2,981 81.4 412 13.8
栃 木 2,562 2,460 102 4.1 2,060 80.4 278 13.5
群 馬 2,596 2,551 45 1.8 2,087 80.4 289 13.8
新 潟 2,538 2,498 40 1.6 2,047 80.7 333 16.3
山 梨 1,028 1,003 25 2.5 828 80.5 101 12.2
長 野 2,400 2,382 18 0.8 1,958 81.6 250 12.8

一
都
三
県

埼 玉 17,178 16,663 515 3.1 13,728 79.9 2,151 15.7
千 葉 13,885 13,563 322 2.4 11,109 80.0 1,709 15.4
東 京 49,617 48,107 1,510 3.1 38,939 78.5 6,640 17.1
神 奈 川 22,664 22,317 347 1.6 18,069 79.7 2,828 15.7

北
陸
・
東
海

富 山 1,103 1,058 45 4.3 904 82.0 143 15.8
石 川 1,530 1,456 74 5.1 1,232 80.5 191 15.5
福 井 692 699 ▲7 ▲1.0 572 82.7 101 17.7
岐 阜 2,525 2,586 ▲61 ▲2.4 2,078 82.3 288 13.9
静 岡 5,652 5,640 12 0.2 4,583 81.1 617 13.5
愛 知 13,518 13,338 180 1.3 11,082 82.0 1,897 17.1
三 重 2,145 2,133 12 0.6 1,765 82.3 284 16.1

近
　
　
畿

滋 賀 2,138 2,217 ▲79 ▲3.6 1,713 80.1 229 13.4
京 都 4,729 4,922 ▲193 ▲3.9 3,697 78.2 571 15.4
大 阪 19,581 19,274 307 1.6 15,806 80.7 2,476 15.7
兵 庫 9,943 9,968 ▲25 ▲0.3 8,081 81.3 1,336 16.5
奈 良 2,318 2,370 ▲52 ▲2.2 1,867 80.5 258 13.8
和 歌 山 999 937 62 6.6 807 80.8 130 16.1

中
国
・
四
国

鳥 取 455 433 22 5.1 364 80.0 64 17.6
島 根 659 614 45 7.3 546 82.9 91 16.7
岡 山 2,705 2,653 52 2.0 2,205 81.5 316 14.3
広 島 4,570 4,547 23 0.5 3,610 79.0 529 14.7
山 口 1,628 1,603 25 1.6 1,295 79.5 195 15.1
徳 島 854 845 9 1.1 679 79.5 88 13.0
香 川 1,460 1,401 59 4.2 1,137 77.9 199 17.5
愛 媛 1,696 1,715 ▲19 ▲1.1 1,374 81.0 216 15.7
高 知 621 614 7 1.1 497 80.0 73 14.7

九
州
・
沖
縄

福 岡 11,511 11,029 482 4.4 9,316 80.9 1,323 14.2
佐 賀 949 898 51 5.7 772 81.3 110 14.2
長 崎 1,469 1,496 ▲27 ▲1.8 1,199 81.6 151 12.6
熊 本 2,593 2,572 21 0.8 2,083 80.3 272 13.1
大 分 1,493 1,441 52 3.6 1,163 77.9 191 16.4
宮 崎 1,348 1,251 97 7.8 1,115 82.7 140 12.6
鹿 児 島 2,369 2,215 154 7.0 1,916 80.9 248 12.9
沖 縄 3,644 3,401 243 7.1 2,983 81.9 356 11.9

【合計】 243,199 238,343 4,856 2.0 194,926 80.2 30,028 15.4
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平成27年度宅地建物取引士資格試験実施結果【内訳】
一般受験者 登録講習修了者

申込者 受験者 受験率 合格者 合格率 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率

北
海
道
・
東
北

北 海 道 5,334 4,227 79.2 570 13.5 1,251 1,118 89.4 161 14.4
青 森 900 696 77.3 104 14.9 108 104 96.3 18 17.3
岩 手 1,258 987 78.5 128 13.0 194 172 88.7 28 16.3
宮 城 3,872 3,007 77.7 366 12.2 887 788 88.8 157 19.9
秋 田 685 564 82.3 63 11.2 110 103 93.6 11 10.7
山 形 842 677 80.4 75 11.1 165 154 93.3 40 26.0
福 島 2,202 1,752 79.6 182 10.4 364 330 90.7 51 15.5

北
関
東
・
甲
信
越

茨 城 3,028 2,398 79.2 299 12.5 634 583 92.0 113 19.4
栃 木 2,120 1,662 78.4 210 12.6 442 398 90.0 68 17.1
群 馬 2,153 1,690 78.5 210 12.4 443 397 89.6 79 19.9
新 潟 2,195 1,720 78.4 267 15.5 343 327 95.3 66 20.2
山 梨 925 732 79.1 90 12.3 103 96 93.2 11 11.5
長 野 2,068 1,648 79.7 178 10.8 332 310 93.4 72 23.2

一
都
三
県

埼 玉 13,538 10,588 78.2 1,513 14.3 3,640 3,140 86.3 638 20.3
千 葉 11,118 8,635 77.7 1,219 14.1 2,767 2,474 89.4 490 19.8
東 京 38,522 29,019 75.3 4,560 15.7 11,095 9,920 89.4 2,080 21.0
神 奈 川 17,712 13,651 77.1 1,910 14.0 4,952 4,418 89.2 918 20.8

北
陸
・
東
海

富 山 908 726 80.0 99 13.6 195 178 91.3 44 24.7
石 川 1,263 982 77.8 137 14.0 267 250 93.6 54 21.6
福 井 583 473 81.1 71 15.0 109 99 90.8 30 30.3
岐 阜 2,153 1,739 80.8 214 12.3 372 339 91.1 74 21.8
静 岡 4,703 3,726 79.2 445 11.9 949 857 90.3 172 20.1
愛 知 11,043 8,826 79.9 1,467 16.6 2,475 2,256 91.2 430 19.1
三 重 1,822 1,474 80.9 230 15.6 323 291 90.1 54 18.6

近
　
　
畿

滋 賀 1,755 1,369 78.0 168 12.3 383 344 89.8 61 17.7
京 都 3,938 3,004 76.3 419 13.9 791 693 87.6 152 21.9
大 阪 15,661 12,276 78.4 1,726 14.1 3,920 3,530 90.1 750 21.2
兵 庫 8,219 6,515 79.3 988 15.2 1,724 1,566 90.8 348 22.2
奈 良 1,987 1,575 79.3 190 12.1 331 292 88.2 68 23.3
和 歌 山 875 694 79.3 106 15.3 124 113 91.1 24 21.2

中
国
・
四
国

鳥 取 403 322 79.9 59 18.3 52 42 80.8 5 11.9
島 根 564 454 80.5 66 14.5 95 92 96.8 25 27.2
岡 山 2,271 1,813 79.8 233 12.9 434 392 90.3 83 21.2
広 島 3,757 2,883 76.7 389 13.5 813 727 89.4 140 19.3
山 口 1,346 1,044 77.6 142 13.6 282 251 89.0 53 21.1
徳 島 738 571 77.4 59 10.3 116 108 93.1 29 26.9
香 川 1,246 937 75.2 145 15.5 214 200 93.5 54 27.0
愛 媛 1,463 1,157 79.1 161 13.9 233 217 93.1 55 25.3
高 知 534 412 77.2 58 14.1 87 85 97.7 15 17.6

九
州
・
沖
縄

福 岡 9,211 7,235 78.5 949 13.1 2,300 2,081 90.5 374 18.0
佐 賀 816 651 79.8 89 13.7 133 121 91.0 21 17.4
長 崎 1,264 1,010 79.9 119 11.8 205 189 92.2 32 16.9
熊 本 2,163 1,691 78.2 195 11.5 430 392 91.2 77 19.6
大 分 1,253 943 75.3 139 14.7 240 220 91.7 52 23.6
宮 崎 1,138 923 81.1 101 10.9 210 192 91.4 39 20.3
鹿 児 島 2,086 1,654 79.3 194 11.7 283 262 92.6 54 20.6
沖 縄 3,097 2,478 80.0 288 11.6 547 505 92.3 68 13.5

【合計】 196,732 153,210 77.9 21,590 14.1 46,467 41,716 89.8 8,438 20.2
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⑴　問　題

【問　1】　次の記述のうち、民法の条文に規
定されているものはどれか。

1　債務の不履行に基づく人の生命又は
身体の侵害による損害賠償請求権は、
権利を行使することができる時から20
年間行使しないときは、時効によって
消滅する旨

2　事業のために負担した貸金債務を主
たる債務とする保証契約は、保証人に
なろうとする者が、契約締結の日の前
1か月以内に作成された公正証書で保
証債務を履行する意思を表示していな
ければ無効となる旨

3　併存的債務引受は、債権者と引受人
となる者との契約によってすることが
できる旨

4　債務の不履行に関して債権者に過失
があったときは、裁判所は、これを考
慮して、損害賠償の責任及びその額を
定める旨

【問　2】Aは、その所有する甲土地を譲渡
する意思がないのに、Bと通謀して、A
を売主、Bを買主とする甲土地の仮装の
売買契約を締結した。この場合に関する
次の記述のうち、民法の規定及び判例に
よれば、誤っているものはどれか。なお、
この問において「善意」又は「悪意」とは、
虚偽表示の事実についての善意又は悪意
とする。

1　善意のCがBから甲土地を買い受け
た場合、Cがいまだ登記を備えていな
くても、AはAB間の売買契約の無効
をCに主張することができない。

2　善意のCが、Bとの間で、Bが甲土
地上に建てた乙建物の賃貸借契約（貸
主B、借主C）を締結した場合、Aは
AB間の売買契約の無効をCに主張す
ることができない。

3　Bの債権者である善意のCが、甲土
地を差し押さえた場合、AはAB間の
売買契約の無効をCに主張することが
できない。

4　甲土地がBから悪意のCへ、Cから
善意のDへと譲渡された場合、Aは
AB間の売買契約の無効をDに主張す
ることができない。

平成 27 年度
宅地建物取引士資格試験
問題と正解番号
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【問　3】　AB間で、Aを貸主、Bを借主と
して、A所有の甲建物につき、①賃貸借
契約を締結した場合と、②使用貸借契約
を締結した場合に関する次の記述のうち、
民法の規定によれば、誤っているものは
どれか。

1　Bが死亡した場合、①では契約は終
了しないが、②では契約が終了する。

2　Bは、①では、甲建物のAの負担に
属する必要費を支出したときは、Aに
対しその償還を請求することができる
が、②では、甲建物の通常の必要費を
負担しなければならない。

3　AB間の契約は、①では諾成契約で
あり、②では要物契約である。

4　AはBに対して、甲建物の瑕
か

疵
し

につ
いて、①では担保責任を負う場合があ
るが、②では担保責任を負わない。

【問　4】　A所有の甲土地を占有しているB
による権利の時効取得に関する次の記述
のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはどれか。

1　Bが父から甲土地についての賃借権
を相続により承継して賃料を払い続け
ている場合であっても、相続から20年
間甲土地を占有したときは、Bは、時
効によって甲土地の所有権を取得する
ことができる。

2　Bの父が11年間所有の意思をもって
平穏かつ公然に甲土地を占有した後、
Bが相続によりその占有を承継し、引
き続き9年間所有の意思をもって平穏
かつ公然に占有していても、Bは、時
効によって甲土地の所有権を取得する
ことはできない。

3　Aから甲土地を買い受けたCが所有
権の移転登記を備えた後に、Bについ
て甲土地所有権の取得時効が完成した
場合、Bは、Cに対し、登記がなくて
も甲土地の所有者であることを主張す
ることができる。

4　甲土地が農地である場合、BがAと
甲土地につき賃貸借契約を締結して20
年以上にわたって賃料を支払って継続
的に耕作していても、農地法の許可が
なければ、Bは、時効によって甲土地
の賃借権を取得することはできない。

【問　5】　占有に関する次の記述のうち、民
法の規定及び判例によれば、正しいもの
はどれか。

1　甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家
に居住し、甲建物の裏口を常に監視し
て第三者の侵入を制止していたとして
も、甲建物に錠をかけてその鍵を所持
しない限り、Aが甲建物を占有してい
るとはいえない。

2　乙土地の所有者の相続人Bが、乙土
地上の建物に居住しているCに対して
乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、
占有者が占有物について行使する権利
は適法であるとの推定規定を根拠とし
て、明渡しを拒否することができる。

3　丙土地の占有を代理しているDは、
丙土地の占有が第三者に妨害された場
合には、第三者に対して占有保持の訴
えを提起することができる。

4　占有回収の訴えは、占有を侵奪した
者及びその特定承継人に対して当然に
提起することができる。

【問　6】　抵当権に関する次の記述のうち、
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民法の規定及び判例によれば、誤ってい
るものはどれか。

1　賃借地上の建物が抵当権の目的と
なっているときは、一定の場合を除き、
敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。

2　抵当不動産の被担保債権の主債務者
は、抵当権消滅請求をすることはでき
ないが、その債務について連帯保証を
した者は、抵当権消滅請求をすること
ができる。

3　抵当不動産を買い受けた第三者が、
抵当権者の請求に応じてその代価を抵
当権者に弁済したときは、抵当権はそ
の第三者のために消滅する。

4　土地に抵当権が設定された後に抵当
地に建物が築造されたときは、一定の
場合を除き、抵当権者は土地とともに
建物を競売することができるが、その
優先権は土地の代価についてのみ行使
することができる。

【問　7】　債務者Aが所有する甲土地には、
債権者Bが一番抵当権（債権額2,000万
円）、債権者Cが二番抵当権（債権額2,400
万円）、債権者Dが三番抵当権（債権額
4,000万円）をそれぞれ有しており、Aに
はその他に担保権を有しない債権者E（債
権額2,000万円）がいる。甲土地の競売に
基づく売却代金5,400万円を配当する場合
に関する次の記述のうち、民法の規定に
よれば、誤っているものはどれか。

1　BがEの利益のため、抵当権を譲渡
した場合、Bの受ける配当は0円であ
る。

2　BがDの利益のため、抵当権の順位
を譲渡した場合、Bの受ける配当は800

万円である。
3　BがEの利益のため、抵当権を放棄

した場合、Bの受ける配当は1,000万円
である。

4　BがDの利益のため、抵当権の順位
を放棄した場合、Bの受ける配当は
1,000万円である。

【問　8】同時履行の抗弁権に関する次の記
述のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはいくつあるか。

ア　マンションの賃貸借契約終了に伴う
賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明
渡債務は、特別の約定のない限り、同
時履行の関係に立つ。

イ　マンションの売買契約がマンション
引渡し後に債務不履行を理由に解除さ
れた場合、契約は遡及的に消滅するた
め、売主の代金返還債務と、買主の目
的物返還債務は、同時履行の関係に立
たない。

ウ　マンションの売買契約に基づく買主
の売買代金支払債務と、売主の所有権
移転登記に協力する債務は、特別の事
情のない限り、同時履行の関係に立つ。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　9】　土地の転貸借に関する次の1から
4までの記述のうち、民法の規定、判例
及び下記判決文によれば、誤っているも
のはどれか。

（判決文）
　　土地の賃借人が賃貸人の承諾を得る
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ことなく右土地を他に転貸しても、転
貸について賃貸人に対する背信行為と
認めるに足りない特段の事情があるた
め賃貸人が民法第612条第2項により賃
貸借を解除することができない場合に
おいて、賃貸人が賃借人（転貸人）と
賃貸借を合意解除しても、これが賃借
人の賃料不払等の債務不履行があるた
め賃貸人において法定解除権の行使が
できるときにされたものである等の事
情のない限り、賃貸人は、転借人に対
して右合意解除の効果を対抗すること
ができず、したがって、転借人に対し
て賃貸土地の明渡を請求することはで
きないものと解するのが相当である。

1　土地の賃借人が無断転貸した場合に
おいて賃貸人に対する背信行為と認め
るに足りない特段の事情があるため賃
貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を
解除できないときであっても、賃貸借
契約を合意解除したときは、賃貸人は
転借人に対して賃貸土地の明渡しを請
求することができる。

2　土地の賃貸人が転貸借について承諾
を与えた場合には、賃貸人は、無断転
貸を理由としては賃貸借契約を解除す
ることはできないが、賃借人と賃貸借
契約を合意解除することは可能である。

3　土地の賃借人が無断転貸した場合、
賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第
2項により解除できる場合とできない
場合があり、土地の賃借人が賃料を支
払わない場合にも、賃貸人において法
定解除権を行使できる場合とできない
場合がある。

4　土地の賃借人が無断転貸した場合、
転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃

貸借契約が合意解除されたとしても、
賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を
拒絶することができる場合がある。

【問　10】　遺言及び遺留分に関する次の記
述のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはどれか。

1　自筆証書の内容を遺言者が一部削除
する場合、遺言者が変更する箇所に二
重線を引いて、その箇所に押印するだ
けで、一部削除の効力が生ずる。

2　自筆証書による遺言をする場合、遺
言書の本文の自署名下に押印がなけれ
ば、自署と離れた箇所に押印があって
も、押印の要件として有効となること
はない。

3　遺言執行者が管理する相続財産を相
続人が無断で処分した場合、当該処分
行為は、遺言執行者に対する関係で無
効となるが、第三者に対する関係では
無効とならない。

4　被相続人がした贈与が遺留分減殺請
求により全部失効した場合、受贈者が
贈与に基づいて目的物の占有を平穏か
つ公然に20年間継続したとしても、そ
の目的物を時効取得することはできない。

【問　11】AがBとの間で、A所有の甲建物
について、期間3年、賃料月額10万円と
定めた賃貸借契約を締結した場合に関す
る次の記述のうち、民法及び借地借家法
の規定並びに判例によれば、正しいもの
はどれか。

1　AがBに対し、賃貸借契約の期間満
了の6か月前までに更新しない旨の通
知をしなかったときは、AとBは、期
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間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸
借契約を更新したものとみなされる。

2　賃貸借契約を期間を定めずに合意に
より更新した後に、AがBに書面で解
約の申入れをした場合は、申入れの日
から3か月後に賃貸借契約は終了する。

3　Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、
Aと甲建物の賃貸借契約を締結してい
た場合、AがBに甲建物を引き渡して
も、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗
することができる。

4　AB間の賃貸借契約がBの賃料不払
を理由として解除された場合、BはA
に対して、Aの同意を得てBが建物に
付加した造作の買取りを請求すること
はできない。

【問　12】　賃貸人と賃借人との間で、建物
につき、期間5年として借地借家法第38
条に定める定期借家契約（以下「定期借
家契約」という。）を締結する場合と、期
間5年として定期借家契約ではない借家
契約（以下「普通借家契約」という。）を
締結する場合に関する次の記述のうち、
民法及び借地借家法の規定によれば、正
しいものはどれか。なお、借地借家法第
40条に定める一時使用目的の賃貸借契約
は考慮しないものとする。

1　賃借権の登記をしない限り賃借人は
賃借権を第三者に対抗することができ
ない旨の特約を定めた場合、定期借家
契約においても、普通借家契約におい
ても、当該特約は無効である。

2　賃貸借契約開始から3年間は賃料を
増額しない旨の特約を定めた場合、定
期借家契約においても、普通借家契約
においても、当該特約は無効である。

3　期間満了により賃貸借契約が終了す
る際に賃借人は造作買取請求をするこ
とができない旨の規定は、定期借家契
約では有効であるが、普通借家契約で
は無効である。

4　賃貸人も賃借人も契約期間中の中途
解約をすることができない旨の規定は、
定期借家契約では有効であるが、普通
借家契約では無効である。

【問　13】建物の区分所有等に関する法律に
関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1　管理者が選任されていない場合、集
会においては、規約に別段の定めがあ
る場合及び別段の決議をした場合を除
いて、集会を招集した区分所有者の1
人が議長となる。

2　集会の招集の通知は、会日より少な
くとも2週間前に発しなければならな
いが、この期間は規約で伸縮すること
ができる。

3　集会の議事録が書面で作成されてい
るときは、議長及び集会に出席した区
分所有者の1人がこれに署名し、押印
をしなければならない。

4　区分所有者は、規約に別段の定めが
ない限り集会の決議によって、管理者
を選任することができる。この場合、
任期は2年以内としなければならない。

【問　14】不動産の登記に関する次の記述の
うち、不動産登記法の規定によれば、誤っ
ているものはどれか。

1　登記事項証明書の交付の請求は、利
害関係を有することを明らかにするこ
となく、することができる。
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2　土地所在図、地積測量図、地役権図面、
建物図面及び各階平面図を除く登記簿
の附属書類の閲覧の請求は、請求人が
利害関係を有する部分に限り、するこ
とができる。

3　登記事項証明書の交付の請求は、請
求情報を電子情報処理組織を使用して
登記所に提供する方法によりすること
ができる。

4　筆界特定書の写しの交付の請求は、
請求人が利害関係を有する部分に限り、
することができる。

【問　15】都市計画法に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。なお、この問にお
いて「都道府県知事」とは、地方自治法
に基づく指定都市、中核市及び施行時特
例市にあってはその長をいうものとする。

1　市街化区域内において開発許可を受
けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮
小しようとする場合においては、都道
府県知事の許可を受けなければならない。

2　開発許可を受けた開発区域内の土地
において、当該開発許可に係る予定建
築物を建築しようとする者は、当該建
築行為に着手する日の30日前までに、
一定の事項を都道府県知事に届け出な
ければならない。

3　開発許可を受けた開発区域内におい
て、開発行為に関する工事の完了の公
告があるまでの間に、当該開発区域内
に土地所有権を有する者のうち、当該
開発行為に関して同意をしていない者
がその権利の行使として建築物を建築
する場合については、都道府県知事が
支障がないと認めたときでなければ、
当該建築物を建築することはできない。

4　何人も、市街化調整区域のうち開発
許可を受けた開発区域以外の区域内に
おいて、都道府県知事の許可を受ける
ことなく、仮設建築物を新築すること
ができる。

【問　16】都市計画法に関する次の記述のう
ち、正しいものはどれか。

1　第二種住居地域における地区計画に
ついては、一定の条件に該当する場合、
開発整備促進区を都市計画に定めるこ
とができる。

2　準都市計画区域について無秩序な市
街化を防止し、計画的な市街化を図る
ため必要があるときは、都市計画に、
区域区分を定めることができる。

3　工業専用地域は、工業の利便を増進
するため定める地域であり、風致地区
に隣接してはならない。

4　市町村が定めた都市計画が、都道府
県が定めた都市計画と抵触するときは、
その限りにおいて、市町村が定めた都
市計画が優先する。

【問　17】建築基準法に関する次の記述のう
ち、誤っているものはどれか。

1　防火地域及び準防火地域外において
建築物を改築する場合で、その改築に
係る部分の床面積の合計が10㎡以内で
あるときは、建築確認は不要である。

2　都市計画区域外において高さ12m、
階数が3階の木造建築物を新築する場
合、建築確認が必要である。　

3　事務所の用途に供する建築物をホテ
ル（その用途に供する部分の床面積の
合計が500㎡）に用途変更する場合、建
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築確認は不要である。
4　映画館の用途に供する建築物で、そ

の用途に供する部分の床面積の合計が
300㎡であるものの改築をしようとする
場合、建築確認が必要である。

【問　18】建築基準法に関する次の記述のう
ち、誤っているものはどれか。　

1　建築物の容積率の算定の基礎となる
延べ面積には、エレベーターの昇降路
の部分又は共同住宅の共用の廊下若し
くは階段の用に供する部分の床面積は、
一定の場合を除き、算入しない。

2　建築物の敷地が建ぺい率に関する制
限を受ける地域又は区域の2以上にわ
たる場合においては、当該建築物の建
ぺい率は、当該各地域又は区域内の建
築物の建ぺい率の限度の合計の2分の
1以下でなければならない。　

3　地盤面下に設ける建築物については、
道路内に建築することができる。

4　建築協定の目的となっている建築物
に関する基準が建築物の借主の権限に
係る場合においては、その建築協定に
ついては、当該建築物の借主は、土地
の所有者等とみなす。

【問　19】宅地造成等規制法に関する次の記
述のうち、誤っているものはどれか。なお、
この問において「都道府県知事」とは、
地方自治法に基づく指定都市、中核市及
び施行時特例市にあってはその長をいう
ものとする。

1　都道府県知事は、宅地造成工事規制
区域内の宅地について、宅地造成に伴
う災害を防止するために必要があると

認める場合には、その宅地の所有者に
対して、擁壁等の設置等の措置をとる
ことを勧告することができる。

2　宅地造成工事規制区域の指定の際に、
当該宅地造成工事規制区域内において
宅地造成工事を行っている者は、当該
工事について改めて都道府県知事の許
可を受けなければならない。

3　宅地造成に関する工事の許可を受け
た者が、工事施行者を変更する場合に
は、遅滞なくその旨を都道府県知事に
届け出ればよく、改めて許可を受ける
必要はない。

4　宅地造成工事規制区域内において、
宅地を造成するために切土をする土地
の面積が500㎡であって盛土が生じない
場合、切土をした部分に生じる崖の高
さが1.5mであれば、都道府県知事の許
可は必要ない。

【問　20】土地区画整理法に関する次の記述
のうち、誤っているものはどれか。　

1　仮換地の指定は、その仮換地となる
べき土地の所有者及び従前の宅地の所
有者に対し、仮換地の位置及び地積並
びに仮換地の指定の効力発生の日を通
知してする。

2　施行地区内の宅地について存する地
役権は、土地区画整理事業の施行によ
り行使する利益がなくなった場合を除
き、換地処分があった旨の公告があっ
た日の翌日以後においても、なお従前
の宅地の上に存する。

3　換地計画において定められた保留地
は、換地処分があった旨の公告があっ
た日の翌日において、施行者が取得する。

4　土地区画整理事業の施行により生じ
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た公共施設の用に供する土地は、換地
処分があった旨の公告があった日の翌
日において、すべて市町村に帰属する。

【問　21】国土利用計画法第23条の事後届出
（以下この問において「事後届出」とい
う。）に関する次の記述のうち、正しいも
のはどれか。

1　都市計画区域外においてAが所有す
る面積12,000㎡の土地について、Aの
死亡により当該土地を相続したBは、
事後届出を行う必要はない。

2　市街化区域においてAが所有する面
積3,000㎡の土地について、Bが購入し
た場合、A及びBは事後届出を行わな
ければならない。

3　市街化調整区域に所在する農地法第
3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡
の農地を購入したAは、事後届出を行
わなければならない。

4　市街化区域に所在する一団の土地で
ある甲土地（面積1,500㎡）と乙土地（面
積1,500㎡）について、甲土地について
は売買によって所有権を取得し、乙土
地については対価の授受を伴わず賃借
権の設定を受けたAは、事後届出を行
わなければならない。

【問　22】農地に関する次の記述のうち、農
地法（以下この問において「法」という。）
の規定によれば、正しいものはどれか。

1　市街化区域内の農地を耕作目的で取
得する場合には、あらかじめ農業委員
会に届け出れば、法第3条第1項の許
可を受ける必要はない。

2　農業者が自己所有の市街化区域外の

農地に賃貸住宅を建設するため転用す
る場合は、法第4条第1項の許可を受
ける必要はない。

3　農業者が自己所有の市街化区域外の
農地に自己の居住用の住宅を建設する
ため転用する場合は、法第4条第1項
の許可を受ける必要はない。

4　農業者が住宅の改築に必要な資金を
銀行から借りるため、市街化区域外の
農地に抵当権の設定が行われ、その後、
返済が滞ったため当該抵当権に基づき
競売が行われ第三者が当該農地を取得
する場合であっても、法第3条第1項
又は法第5条第1項の許可を受ける必
要がある。

【問　23】「直系尊属から住宅取得等資金の贈
与を受けた場合の贈与税の非課税」に関
する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1　直系尊属から住宅用の家屋の贈与を
受けた場合でも、この特例の適用を受
けることができる。

2　日本国外に住宅用の家屋を新築した
場合でも、この特例の適用を受けるこ
とができる。

3　贈与者が住宅取得等資金の贈与をし
た年の1月1日において60歳未満の場
合でも、この特例の適用を受けること
ができる。

4　受贈者について、住宅取得等資金の
贈与を受けた年の所得税法に定める合
計所得金額が2,000万円を超える場合で
も、この特例の適用を受けることがで
きる。

【問　24】固定資産税に関する次の記述のう
ち、正しいものはどれか。
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1　平成27年1月15日に新築された家屋
に対する平成27年度分の固定資産税は、
新築住宅に係る特例措置により税額の
2分の1が減額される。

2　固定資産税の税率は、1.7%を超える
ことができない。

3　区分所有家屋の土地に対して課され
る固定資産税は、各区分所有者が連帯
して納税義務を負う。

4　市町村は、財政上その他特別の必要
がある場合を除き、当該市町村の区域
内において同一の者が所有する土地に
係る固定資産税の課税標準額が30万円
未満の場合には課税できない。

【問　25】地価公示法に関する次の記述のう
ち、誤っているものはどれか。

1　都市計画区域外の区域を公示区域と
することはできない。

2　正常な価格とは、土地について、自
由な取引が行われるとした場合におけ
るその取引において通常成立すると認
められる価格をいい、この「取引」に
は住宅地とするための森林の取引も含
まれる。

3　土地鑑定委員会が標準地の単位面積
当たりの正常な価格を判定する際は、
二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を
求めなければならない。

4　土地鑑定委員会が標準地の単位面積
当たりの正常な価格を判定したときは、
標準地の形状についても公示しなけれ
ばならない。

【問　26】次の記述のうち、宅地建物取引業
法（以下この問において「法」という。）
の規定によれば、正しいものはいくつあ

るか。　

ア　都市計画法に規定する工業専用地域
内の土地で、建築資材置き場の用に供
されているものは、法第2条第1号に
規定する宅地に該当する。

イ　社会福祉法人が、高齢者の居住の安
定確保に関する法律に規定するサービ
ス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を
反復継続して営む場合は、宅地建物取
引業の免許を必要としない。

ウ　都市計画法に規定する用途地域外の
土地で、倉庫の用に供されているもの
は、法第2条第1号に規定する宅地に
該当しない。

エ  賃貸住宅の管理業者が、貸主から管
理業務とあわせて入居者募集の依頼を
受けて、貸借の媒介を反復継続して営
む場合は、宅地建物取引業の免許を必
要としない。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　四つ

【問　27】宅地建物取引業の免許（以下この
問において「免許」という。）に関する次
の記述のうち、宅地建物取引業法の規定
によれば、誤っているものはどれか。　

1　A社は、不正の手段により免許を取
得したことによる免許の取消処分に係
る聴聞の期日及び場所が公示された日
から当該処分がなされるまでの間に、
合併により消滅したが、合併に相当の
理由がなかった。この場合においては、
当該公示の日の50日前にA社の取締役
を退任したBは、当該消滅の日から5
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年を経過しなければ、免許を受けるこ
とができない。　

2　C社の政令で定める使用人Dは、刑
法第234条（威力業務妨害）の罪により、
懲役1年、執行猶予2年の刑に処せら
れた後、C社を退任し、新たにE社の
政令で定める使用人に就任した。この
場合においてE社が免許を申請しても、
Dの執行猶予期間が満了していなけれ
ば、E社は免許を受けることができな
い。　

3　営業に関し成年者と同一の行為能力
を有しない未成年者であるFの法定代
理人であるGが、刑法第247条（背任）
の罪により罰金の刑に処せられていた
場合、その刑の執行が終わった日から
5年を経過していなければ、Fは免許
を受けることができない。

4　H社の取締役Iが、暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律に規
定する暴力団員に該当することが判明
し、宅地建物取引業法第66条第1項第
3号の規定に該当することにより、H
社の免許は取り消された。その後、I
は退任したが、当該取消しの日から5
年を経過しなければ、H社は免許を受
けることができない。

【問　28】宅地建物取引業者Aが行う業務に
関する次の記述のうち、宅地建物取引業法

（以下この問において「法」という。）の
規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア　Aは、Bが所有する甲宅地の売却に
係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介
契約を締結した。このとき、Aは、法
第34条の2第1項に規定する書面に記
名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物

取引士をしてその内容を説明させなけ
ればならない。

イ　Aは、Cが所有する乙アパートの売
却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任
媒介契約を締結した。このとき、Aは、
乙アパートの所在、規模、形質、売買
すべき価額、依頼者の氏名、都市計画
法その他の法令に基づく制限で主要な
ものを指定流通機構に登録しなければ
ならない。

ウ　Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に
係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介
契約を締結した。このとき、Aは、D
に法第34条の2第1項に規定する書面
を交付しなければならない。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　29】宅地建物取引業者が行う宅地建物
取引業法第35条に規定する重要事項の説
明及び書面の交付に関する次の記述のう
ち、正しいものはどれか。

1　宅地建物取引業者ではない売主に対
しては、買主に対してと同様に、宅地
建物取引士をして、契約締結時までに
重要事項を記載した書面を交付して、
その説明をさせなければならない。

2　重要事項の説明及び書面の交付は、
取引の相手方の自宅又は勤務する場所
等、宅地建物取引業者の事務所以外の
場所において行うことができる。

3　宅地建物取引業者が代理人として売
買契約を締結し、建物の購入を行う場
合は、代理を依頼した者に対して重要
事項の説明をする必要はない。
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4　重要事項の説明を行う宅地建物取引
士は専任の宅地建物取引士でなくても
よいが、書面に記名押印する宅地建物
取引士は専任の宅地建物取引士でなけ
ればならない。

【問　30】宅地建物取引業者Aは、Bが所有
する宅地の売却を依頼され、専任媒介契
約を締結した。この場合における次の記
述のうち、宅地建物取引業法の規定に違
反するものはいくつあるか。

ア　Aは、Bが宅地建物取引業者であっ
たので、宅地建物取引業法第34条の2
第1項に規定する書面を作成しなかっ
た。

イ　Aは、Bの要望により、指定流通機
構に当該宅地を登録しない旨の特約を
し、指定流通機構に登録しなかった。

ウ　Aは、短期間で売買契約を成立させ
ることができると判断したので指定流
通機構に登録せず、専任媒介契約締結
の日の9日後に当該売買契約を成立さ
せた。

エ　Aは、当該契約に係る業務の処理状
況の報告日を毎週金曜日とする旨の特
約をした。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　四つ

【問　31】宅地建物取引業者が、宅地建物取
引業法第35条に規定する重要事項の説明
を行う場合における次の記述のうち、宅
地建物取引業法の規定に違反するものは
いくつあるか。　　

ア　宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地
が都市計画法の第一種低層住居専用地
域内にあり、建築基準法第56条第1項
第1号に基づく道路斜線制限があると
きに、その概要を説明しなかった。

イ　建物の貸借の媒介の場合、当該建物
が新住宅市街地開発事業により造成さ
れた宅地上にあり、新住宅市街地開発
法第32条第1項に基づく建物の使用及
び収益を目的とする権利の設定又は移
転について都道府県知事の承認を要す
る旨の制限があるときに、その概要を
説明しなかった。　

ウ　建物の貸借の媒介の場合、当該建物
が都市計画法の準防火地域内にあり、
建築基準法第62条第1項に基づく建物
の構造に係る制限があるときに、その
概要を説明しなかった。　

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　32】宅地建物取引業者が行う宅地建物
取引業法第35条に規定する重要事項の説
明に関する次の記述のうち、正しいもの
はどれか。

1　建物の売買の媒介に関し、受領しよ
うとする預り金について保全措置を講
ずる場合において、預り金の額が売買
代金の額の100分の10以下であるとき
は、その措置の概要を説明する必要は
ない。

2　宅地の貸借の媒介を行う場合、当該
宅地について借地借家法第22条に規定
する定期借地権を設定しようとすると
きは、その旨を説明しなければならない。
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3　建物の貸借の媒介を行う場合、消費
生活用製品安全法に規定する特定保守
製品の保守点検に関する事項を説明し
なければならない。

4　建物の貸借の媒介を行う場合、契約
の期間については説明する必要がある
が、契約の更新については、宅地建物
取引業法第37条の規定により交付すべ
き書面への記載事項であり、説明する
必要はない。

【問　33】宅地建物取引業者A及びB（とも
に消費税課税事業者）が受領した報酬に
関する次の記述のうち、宅地建物取引業
法の規定に違反するものの組合せはどれ
か。なお、この問において「消費税等相
当額」とは、消費税額及び地方消費税額
に相当する金額をいうものとする。

ア　土地付新築住宅（代金3,000万円。消
費税等相当額を含まない。）の売買につ
いて、Aは売主から代理を、Bは買主
から媒介を依頼され、Aは売主から207
万3,600円を、Bは買主から103万6,800
円を報酬として受領した。

イ　Aは、店舗用建物について、貸主と
借主双方から媒介を依頼され、借賃1
か月分20万円（消費税等相当額を含ま
ない。）、権利金500万円（権利設定の対
価として支払われる金銭であって返還
されないもので、消費税等相当額を含
まない。）の賃貸借契約を成立させ、貸
主と借主からそれぞれ22万5,000円を報
酬として受領した。

ウ　居住用建物（借賃1か月分10万円）
について、Aは貸主から媒介を依頼さ
れ、Bは借主から媒介を依頼され、A
は貸主から8万円、Bは借主から5万

4,000円を報酬として受領した。なお、
Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、
報酬が借賃の0.54か月分を超えること
について貸主から承諾を得ていた。

1　ア、イ
2　イ、ウ
3　ア、ウ
4　ア、イ、ウ

【問　34】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主
として、宅地建物取引業者でないBとの
間で建物の売買契約を締結する場合にお
ける次の記述のうち、民法及び宅地建物
取引業法の規定によれば、正しいものは
どれか。

1　Cが建物の所有権を有している場合、
AはBとの間で当該建物の売買契約を
締結してはならない。ただし、AがC
との間で、すでに当該建物を取得する
契約（当該建物を取得する契約の効力
の発生に一定の条件が付されている。）
を締結している場合は、この限りでは
ない。

2　Aは、Bとの間における建物の売買
契約において、「AがBに対して瑕

か

疵
し

担
保責任を負う期間は、建物の引渡しの
日から1年間とする」旨の特約を付し
た。この場合、当該特約は無効となり、
BがAに対して瑕

か

疵
し

担保責任を追及す
ることができる期間は、当該建物の引
渡しの日から2年間となる。

3　Aは、Bから喫茶店で建物の買受け
の申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で
当該建物の売買契約を締結した際に、
その場で契約代金の2割を受領すると
ともに、残代金は5日後に決済するこ
ととした。契約を締結した日の翌日、
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AはBに当該建物を引き渡したが、引
渡日から3日後にBから宅地建物取引
業法第37条の2の規定に基づくクーリ
ング・オフによる契約の解除が書面に
よって通知された。この場合、Aは、
契約の解除を拒むことができない。

4　AB間の建物の売買契約における「宅
地建物取引業法第37条の2の規定に基
づくクーリング・オフによる契約の解
除の際に、AからBに対して損害賠償
を請求することができる」旨の特約は
有効である。

【問　35】宅地建物取引業法の規定に関する
次の記述のうち、正しいものはどれか。

1　「宅地建物取引業者は、取引の関係者
に対し、信義を旨とし、誠実にその業
務を行わなければならない」との規定
があるが、宅地建物取引士については、
規定はないものの、公正かつ誠実に宅
地建物取引業法に定める事務を行うと
ともに、宅地建物取引業に関連する業
務に従事する者との連携に努めなけれ
ばならないものと解されている。

2　「宅地建物取引士は、宅地建物取引業
の業務に従事するときは、宅地建物取
引士の信用又は品位を害するような行
為をしてはならない」との規定がある。

3　「宅地建物取引士は、宅地建物取引業
を営む事務所において、専ら宅地建物
取引業に従事し、これに専念しなけれ
ばならない」との規定がある。　

4　「宅地建物取引業者は、その従業者に
対し、その業務を適正に実施させるた
め、必要な教育を行うよう努めなけれ
ばならない」との規定があり、「宅地建
物取引士は、宅地又は建物の取引に係

る事務に必要な知識及び能力の維持向
上に努めなければならない」との規定
がある。

【問　36】宅地建物取引業者Aが、自ら売主
として、宅地建物取引業者でないBとの
間で建物（代金2,400万円）の売買契約を
締結する場合における次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、正し
いものはいくつあるか。

ア　Aは、Bとの間における建物の売買
契約において、当事者の債務の不履行
を理由とする契約の解除に伴う損害賠
償の予定額を480万円とし、かつ、違約
金の額を240万円とする特約を定めた。
この場合、当該特約は全体として無効
となる。

イ　Aは、Bとの間における建物の売買
契約の締結の際、原則として480万円を
超える手付金を受領することができな
い。ただし、あらかじめBの承諾を得
た場合に限り、720万円を限度として、
480万円を超える手付金を受領すること
ができる。

ウ　AがBとの間で締結する売買契約の
目的物たる建物が未完成であり、Aか
らBに所有権の移転登記がなされてい
ない場合において、手付金の額が120万
円以下であるときは、Aは手付金の保
全措置を講じることなく手付金を受領
することができる。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　37】  次の記述のうち、宅地建物取引業
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法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、この問において「建築確認」とは、
建築基準法第6条第1項の確認をいうも
のとする。

1　宅地建物取引業者は、建築確認が必
要とされる建物の建築に関する工事の
完了前においては、建築確認を受けた
後でなければ、当該建物の貸借の媒介
をしてはならない。

2　宅地建物取引業者は、建築確認が必
要とされる建物の建築に関する工事の
完了前において、建築確認の申請中で
ある場合は、その旨を表示すれば、自
ら売主として当該建物を販売する旨の
広告をすることができる。

3　宅地建物取引業者は、建築確認が必
要とされる建物の建築に関する工事の
完了前においては、建築確認を受けた
後でなければ、当該建物の貸借の代理
を行う旨の広告をしてはならない。

4　宅地建物取引業者は、建築確認が必
要とされる建物の建築に関する工事の
完了前において、建築確認の申請中で
ある場合は、建築確認を受けることを
停止条件とする特約を付ければ、自ら
売主として当該建物の売買契約を締結
することができる。

【問　38】宅地建物取引業者Aが宅地建物取
引業法第37条の規定により交付すべき書
面（以下この問において「37条書面」と
いう。）に関する次の記述のうち、宅地建
物取引業法の規定によれば、正しいもの
はいくつあるか。

ア　Aが売主を代理して中古マンション
の売買契約を締結した場合において、

瑕
か

疵
し

担保責任の履行に関して講ずべき
保証保険契約の締結その他の措置につ
いての定めがあるときは、Aは、その
内容を37条書面に記載しなければなら
ず、当該書面を、売主及び買主に交付
しなければならない。

イ　Aが媒介により中古戸建住宅の売買
契約を締結させた場合、Aは、引渡し
の時期又は移転登記の申請の時期のい
ずれかを37条書面に記載しなければな
らず、売主及び買主が宅地建物取引業
者であっても、当該書面を交付しなけ
ればならない。

ウ　Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸
借契約を締結した場合において、借賃
の支払方法についての定めがあるとき
は、Aは、その内容を37条書面に記載
しなければならず、借主が宅地建物取
引業者であっても、当該書面を交付し
なければならない。

エ　Aが自ら買主として宅地の売買契約
を締結した場合において、当該宅地に
係る租税その他の公課の負担に関する
定めがあるときは、Aは、その内容を
37条書面に記載しなければならず、売
主が宅地建物取引業者であっても、当
該書面を交付しなければならない。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　四つ

【問　39】宅地建物取引業者Aが自ら売主と
なる売買契約に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法（以下この問において

「法」という。）の規定によれば、正しい
ものはどれか。
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1　宅地建物取引業者でない買主Bが、
法第37条の2の規定に基づくクーリン
グ・オフについてAより書面で告げら
れた日から7日目にクーリング・オフ
による契約の解除の書面を発送し、9
日目にAに到達した場合は、クーリン
グ・オフによる契約の解除をすること
ができない。

2　宅地建物取引業者でない買主Cとの
間で土地付建物の売買契約を締結する
に当たって、Cが建物を短期間使用後
取り壊す予定である場合には、建物に
ついての瑕

か

疵
し

担保責任を負わない旨の
特約を定めることができる。

3　宅地建物取引業者Dとの間で締結し
た建築工事完了前の建物の売買契約に
おいて、当事者の債務の不履行を理由
とする契約の解除に伴う損害賠償の予
定額を代金の額の30%と定めることが
できる。

4　宅地建物取引業者でない買主Eとの
間で締結した宅地の売買契約において、
当該宅地の引渡しを当該売買契約締結
の日の1月後とし、当該宅地の瑕

か

疵
し

を
担保すべき責任を負う期間について、
当該売買契約を締結した日から2年間
とする特約を定めることができる。

【問　40】宅地建物取引業者Aが、自ら売主
として宅地建物取引業者でない買主Bと
の間で締結した売買契約に関する次の記
述のうち、宅地建物取引業法の規定によ
れば、正しいものはいくつあるか。

ア　Aは、Bとの間で建築工事完了後の
建物に係る売買契約 (代金3,000万円) に
おいて、「Aが契約の履行に着手するま
では、Bは、売買代金の1割を支払う

ことで契約の解除ができる」とする特
約を定め、Bから手付金10万円を受領
した。この場合、この特約は有効である。

イ　Aは、Bとの間で建築工事完了前の
建物に係る売買契約 (代金3,000万円) を
締結するに当たり、保険事業者との間
において、手付金等について保証保険
契約を締結して、手付金300万円を受領
し、後日保険証券をBに交付した。

ウ　Aは、Bとの間で建築工事完了前の
マンションに係る売買契約（代金3,000
万円）を締結し、その際に手付金150万
円を、建築工事完了後、引渡し及び所
有権の登記までの間に、中間金150万円
を受領したが、合計額が代金の10分の
1以下であるので保全措置を講じな
かった。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　41】宅地建物取引業者が売主である新
築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、
当該宅地建物取引業者の従業者Bが行っ
た次の発言内容のうち、宅地建物取引業
法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア　A： 眺望の良さが気に入った。隣接
地は空地だが、将来の眺望は大
丈夫なのか。

　　B： 隣接地は、市有地で、現在、建
築計画や売却の予定がないこと
を市に確認しました。将来、建
つとしても公共施設なので、市
が眺望を遮るような建物を建て
ることは絶対ありません。ご安
心ください。
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イ　A： 先日来たとき、5年後の転売で
利益が生じるのが確実だと言わ
れたが本当か。

　　B： 弊社が数年前に分譲したマン
ションが、先日高値で売れまし
た。このマンションはそれより
立地条件が良く、また、近隣の
マンション価格の動向から見て
も、5年後値上がりするのは間
違いありません。

ウ　A： 購入を検討している。貯金が少
なく、手付金の負担が重いのだ
が。

　　B： 弊社と提携している銀行の担当
者から、手付金も融資の対象に
なっていると聞いております。
ご検討ください。

エ　A： 昨日、申込証拠金10万円を支払っ
たが、都合により撤回したいの
で申込証拠金を返してほしい。

　　B： お預かりした10万円のうち、社
内規程上、お客様の個人情報保
護のため、申込書の処分手数料
として、5,000円はお返しできま
せんが、残金につきましては法
令に従いお返しします。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　42】営業保証金を供託している宅地建
物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会

（以下この問において「保証協会」とい
う。）の社員である宅地建物取引業者Bに
関する次の記述のうち、宅地建物取引業
法の規定によれば、正しいものはどれか。

1　新たに事務所を設置する場合、Aは、
主たる事務所の最寄りの供託所に供託
すべき営業保証金に、Bは、保証協会
に納付すべき弁済業務保証金分担金に、
それぞれ金銭又は有価証券をもって充
てることができる。

2　一部の事務所を廃止した場合におい
て、営業保証金又は弁済業務保証金を
取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還
付を請求する権利を有する者に対して
6か月以内に申し出るべき旨を官報に
公告しなければならない。

3　AとBが、それぞれ主たる事務所の
他に3か所の従たる事務所を有してい
る場合、Aは営業保証金として2,500万
円の供託を、Bは弁済業務保証金分担
金として150万円の納付をしなければな
らない。

4　宅地建物取引業に関する取引により
生じた債権を有する者は、Aに関する
債権にあってはAが供託した営業保証
金についてその額を上限として弁済を
受ける権利を有し、Bに関する債権に
あってはBが納付した弁済業務保証金
分担金についてその額を上限として弁
済を受ける権利を有する。

【問　43】 宅地建物取引業法の規定に基づく
監督処分等に関する次の記述のうち、誤っ
ているものはどれか。　

1　宅地建物取引業者A（甲県知事免許）
は、自ら売主となる乙県内に所在する
中古住宅の売買の業務に関し、当該売
買の契約においてその目的物の瑕

か

疵
し

を
担保すべき責任を負わない旨の特約を
付した。この場合、Aは、乙県知事か
ら指示処分を受けることがある。
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2　甲県に本店、乙県に支店を設置する
宅地建物取引業者B（国土交通大臣免
許）は、自ら売主となる乙県内におけ
るマンションの売買の業務に関し、乙
県の支店において当該売買の契約を締
結するに際して、代金の30%の手付金
を受領した。この場合、Bは、甲県知
事から著しく不当な行為をしたとして、
業務停止の処分を受けることがある。

3　宅地建物取引業者C（甲県知事免許）
は、乙県内に所在する土地の売買の媒
介業務に関し、契約の相手方の自宅に
おいて相手を威迫し、契約締結を強要
していたことが判明した。この場合、
甲県知事は、情状が特に重いと判断し
たときは、Cの宅地建物取引業の免許
を取り消さなければならない。

4　宅地建物取引業者D（国土交通大臣
免許）は、甲県内に所在する事務所に
ついて、業務に関する帳簿を備えてい
ないことが判明した。この場合、Dは、
甲県知事から必要な報告を求められ、
かつ、指導を受けることがある。

【問　44】宅地建物取引業者A（甲県知事免
許）が乙県内に所在するマンション（100
戸）を分譲する場合における次の記述の
うち、宅地建物取引業法（以下この問に
おいて「法」という。）の規定によれば、
正しいものはどれか。

1　Aが宅地建物取引業者Bに販売の代
理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設
置する場合、Aは、その案内所に、法
第50条第1項の規定に基づく標識を掲
げなければならない。

2　Aが案内所を設置して分譲を行う場
合において、契約の締結又は契約の申

込みの受付を行うか否かにかかわらず、
その案内所に法第50条第1項の規定に
基づく標識を掲げなければならない。

3　Aが宅地建物取引業者Cに販売の代
理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設
置して契約の締結業務を行う場合、A
又はCが専任の宅地建物取引士を置け
ばよいが、法第50条第2項の規定に基
づく届出はCがしなければならない。

4　Aが甲県内に案内所を設置して分譲
を行う場合において、Aは甲県知事及
び乙県知事に、業務を開始する日の10
日前までに法第50条第2項の規定に基
づく届出をしなければならない。

【問　45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確
保等に関する法律に基づく住宅販売瑕

か

疵
し

担保保証金の供託又は住宅販売瑕
か

疵
し

担保
責任保険契約の締結に関する次の記述の
うち、正しいものはどれか。

1　宅地建物取引業者は、自ら売主とし
て宅地建物取引業者である買主との間
で新築住宅の売買契約を締結し、その
住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕

か

疵
し

担
保保証金の供託又は住宅販売瑕

か

疵
し

担保
責任保険契約の締結を行う義務を負う。

2　自ら売主として新築住宅を販売する
宅地建物取引業者は、住宅販売瑕

か

疵
し

担
保保証金の供託をする場合、宅地建物
取引業者でない買主へのその住宅の引
渡しまでに、買主に対し、保証金を供
託している供託所の所在地等について
記載した書面を交付して説明しなけれ
ばならない。

3　自ら売主として新築住宅を宅地建物
取引業者でない買主に引き渡した宅地
建物取引業者は、基準日に係る住宅販
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売瑕
か

疵
し

担保保証金の供託及び住宅販売
瑕
か

疵
し

担保責任保険契約の締結の状況に
ついて届出をしなければ、当該基準日
以後、新たに自ら売主となる新築住宅
の売買契約を締結することができない。

4　住宅販売瑕
か

疵
し

担保責任保険契約を締
結している宅地建物取引業者は、当該
保険に係る新築住宅に、構造耐力上主
要な部分及び雨水の浸入を防止する部
分の隠れた瑕

か

疵
し

（構造耐力又は雨水の
浸入に影響のないものを除く。）がある
場合に、特定住宅販売瑕

か

疵
し

担保責任の
履行によって生じた損害について保険
金を請求することができる。

【問　46】独立行政法人住宅金融支援機構（以
下この問において「機構」という。）に関
する次の記述のうち、誤っているものは
どれか。

1　機構は、高齢者が自ら居住する住宅
に対して行うバリアフリー工事又は耐
震改修工事に係る貸付けについて、貸
付金の償還を高齢者の死亡時に一括し
て行うという制度を設けている。

2　証券化支援事業（買取型）において、
機構による譲受けの対象となる貸付債
権は、償還方法が毎月払いの元利均等
の方法であるものに加え、毎月払いの
元金均等の方法であるものもある。

3　証券化支援事業（買取型）において、
機構は、いずれの金融機関に対しても、
譲り受けた貸付債権に係る元金及び利
息の回収その他回収に関する業務を委
託することができない。

4　機構は、災害により住宅が滅失した
場合におけるその住宅に代わるべき住
宅の建設又は購入に係る貸付金につい

て、一定の元金返済の据置期間を設け
ることができる。

【問　47】宅地建物取引業者が行う広告に関
する次の記述のうち、不当景品類及び不
当表示防止法（不動産の表示に関する公
正競争規約を含む。）の規定によれば、正
しいものはどれか。

1　新築分譲マンションを数期に分けて
販売する場合に、第1期の販売分に売
れ残りがあるにもかかわらず、第2期
販売の広告に「第1期完売御礼！いよ
いよ第2期販売開始！」と表示しても、
結果として第2期販売期間中に第1期
の売れ残り分を売り切っていれば、不
当表示にはならない。

2　新築分譲マンションの広告に住宅
ローンについても記載する場合、返済
例を表示すれば、当該ローンを扱って
いる金融機関や融資限度額等について
表示する必要はない。

3　販売しようとしている土地が、都市
計画法に基づく告示が行われた都市計
画道路の区域に含まれている場合は、
都市計画道路の工事が未着手であって
も、広告においてその旨を明示しなけ
ればならない。

4　築15年の企業の社宅を買い取って大
規模にリフォームし、分譲マンション
として販売する場合、一般消費者に販
売することは初めてであるため、「新発
売」と表示して広告を出すことができる。

【問　48】次の記述のうち、正しいものはど
れか。　

1　国土交通省が毎月公表する不動産価
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格指数（住宅）のうち、全国のマンショ
ン指数は、リーマンショックが発生し
た年である2008年以降2015年3月まで
一貫して下落基調となっている。

2　建築着工統計（平成27年1月公表）
によれば、平成26年の新設住宅着工戸
数は、消費税率引上げ前の駆け込み需
要の影響が大きかった平成25年と比較
すると減少したが、平成24年の新設住
宅着工戸数を上回っていた。

3　平成25年度法人企業統計年報（平成
26年9月公表）によれば、平成25年度
の不動産業の売上高経常利益率は、消
費税率引上げの影響もあり、前年度と
比べて低下し、全産業の売上高経常利
益率よりも低くなった。

4　平成27年版土地白書（平成27年6月
公表）によれば、土地取引について、
売買による所有権の移転登記の件数で
その動向を見ると、平成26 年の全国の
土地取引件数は3年連続の減少となった。

【問　49】土地に関する次の記述のうち、最
も不適当なものはどれか。

1　我が国の低地は、ここ数千年の間に
形成され、湿地や旧河道であった若い
軟弱な地盤の地域がほとんどである。

2　臨海部の低地は、洪水、高潮、地震
による津波などの災害が多く、住宅地
として利用するには、十分な防災対策
と注意が必要である。

3　台地上の池沼を埋め立てた地盤は、
液状化に対して安全である。　

4　都市周辺の丘陵や山麓に広がった住
宅地は、土砂災害が起こる場合があり、
注意する必要がある。

【問　50】建物の構造に関する次の記述のう
ち、最も不適当なものはどれか。

1　木造は湿気に強い構造であり、地盤
面からの基礎の立上がりをとる必要は
ない。

2　基礎の種類には、直接基礎、杭基礎
等がある。

3　杭基礎には、木杭、既製コンクリー
ト杭、鋼杭等がある。

4　建物は、上部構造と基礎構造からな
り、基礎構造は上部構造を支持する役
目を負うものである。
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⑵　平成27年度宅地建物取引士資格試験正解番号表

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10

4 2 4 3 3 2 2 1 1 4

問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20

4 1 1 4 4 1 3 2 2 4

問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

1 4 3 4 1 1 4 4 2 3

問31 問32 問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40

2 2 3 3 4 1 3 2 3 4

問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48 問49 問50

1 3 2 2 4 3 3 2 3 1


